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第
二
千
十
三
号

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

(

水
曜
日)

青
森
県
立
保
健
大

学
入
学
者
選
抜
試

験

(

特
別
選
抜)

青
森
県
立
保
健
大

学
入
学
者
選
抜
試

験

(

一
般
選
抜)

試
験
項
目
ご
と
の
得
点

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
教

科
・
科
目
別
得
点
、
個
別
学
力

検
査
等
の
得
点
又
は
ラ
ン
ク
並

び
に
総
合
得
点
及
び
総
合
順
位

五
月
一
日
か
ら

一
月
間

五
月
一
日
か
ら

一
月
間

青
森
県
立
保
健
大

学 青
森
県
立
保
健
大

学
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一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

平
成
十
四
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

石
下

雄
三

む
つ
市
山
田
町
二
九
の
一
五

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用

１

額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
の
額
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
。

２

支
払
方
法

費
用
の
一
部
に
つ
い
て
概
算
払
を
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
戸
来
岳
一
の
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
戸
来
岳
一
の
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
新
郷
村
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四

年
三
月
六
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
平
内
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町
長

逢
坂
雄
一

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
土
屋
字
鍵
懸
四
九
の
九
か
ら
五
〇
の
二
一
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑱
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
一
年

の
春
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

Ａ
の
地
点

四
等
三
角
点
ト
ン
ネ
ル

(

北
緯
四
〇
度
五
四
分
〇
〇
秒
六
八
〇
、
東
経
一
四
〇
度

五
二
分
〇
二
秒
五
九
二)

か
ら
三
八
度
一
七
分
四
六
秒
九
二
、
七
六
三
・
二
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

①
の
地
点

Ａ
の
地
点

(

原
点

北
緯
四
〇
度
五
四
分
二
〇
秒
一
六
、
東
経
一
四
〇
度
五
二
分

二
二
秒
七
三)

か
ら
二
一
六
度
三
〇
分
四
〇
秒
一
九
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
一
六
度
三
三
分
五
四
秒
一
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
二
三
分
二
二
秒
三
五
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
〇
二
分
四
三
秒
七
八
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
三
七
分
二
五
秒
二
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
四
六
分
三
一
秒
一
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
〇
八
分
二
九
秒
三
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
五
二
分
一
二
秒
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
四
分
一
一
秒
一
七
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
五
二
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
三
六
分
〇
二
秒
七
七
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
二
六
分
〇
六
秒
六
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
六
三
度
二
六
分
〇
六
秒
六
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
八
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
三
九
度
〇
五
分
三
八
秒
四
一
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
三
五
度
一
三
分
〇
三
秒
四
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
三
三
度
四
一
分
二
四
秒
二
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
二
八
度
〇
四
分
二
一
秒
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
、
九
二
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
土
屋
字
鍵
懸
四
九
の
九
か
ら
五
〇
の
二
一
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑱
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
一
年

の
春
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

Ａ
の
地
点

四
等
三
角
点
ト
ン
ネ
ル

(

北
緯
四
〇
度
五
四
分
〇
〇
秒
六
八
〇
、
東
経
一
四
〇
度

五
二
分
〇
二
秒
五
九
二)

か
ら
三
八
度
一
七
分
四
六
秒
九
二
、
七
六
三
・
二
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

①
の
地
点

Ａ
の
地
点

(

原
点

北
緯
四
〇
度
五
四
分
二
〇
秒
一
六
、
東
経
一
四
〇
度
五
二
分

二
二
秒
七
三)

か
ら
二
一
六
度
三
〇
分
四
〇
秒
一
九
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
一
六
度
三
三
分
五
四
秒
一
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
二
三
分
二
二
秒
三
五
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
〇
二
分
四
三
秒
七
八
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
三
七
分
二
五
秒
二
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
四
六
分
三
一
秒
一
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
〇
八
分
二
九
秒
三
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
五
二
分
一
二
秒
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
四
分
一
一
秒
一
七
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
五
二
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
三
六
分
〇
二
秒
七
七
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
二
六
分
〇
六
秒
六
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
六
三
度
二
六
分
〇
六
秒
六
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
八
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
三
九
度
〇
五
分
三
八
秒
四
一
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
三
五
度
一
三
分
〇
三
秒
四
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
三
三
度
四
一
分
二
四
秒
二
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
二
八
度
〇
四
分
二
一
秒
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
、
九
二
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

史
跡
公
園
、
緑
地
及
び
分
譲
地

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
十
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証

紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
下
タ
田
一
二

八
重
樫

貞
四
郎
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

公

告

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
市

筒
口
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
四
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
二
十
四
日

青
森
県
立
図
書
館
副
館
長

金

子

睦

男

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織
等
の
賃
貸
借
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
図
書
館

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社
東
北
法
人
営
業
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
一
〇
の
一
七

六

契
約
金
額

六
千
七
百
四
十
三
万
五
千
二
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

八

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
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上
北
郡
下
田
町
青
葉
四
丁
目
五
〇
の
二
二
七
、

五
〇
の
二
三
〇
か
ら
五
〇
の
二
三
二
ま
で
、

五
〇
の
二
一
七
八
及
び
五
〇
の
二
一
七
九

西
津
軽
郡
森
田
村
大
字
森
田
字
月
見
野
三
〇

〇
の
三

(

第
二
工
区)

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
西
松
原
四
〇

の
一
及
び
四
〇
の
三
か
ら
四
〇
の
五
ま
で

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

京
都
府
京
都
市
上
京
区
出
町
今
出
川
上
る
青

龍
町
二
三
一

株
式
会
社
マ
ル
ハ
ン

森

田

村

三

戸

町

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)


